
　
暑
い
日
が
続
く
と
き
に
は
、
熱
中

症
に
注
意
が
必
要
で
す
。

　
小
ま
め
に
水
分
を
補
給
し
、
外
出

時
に
は
帽
子
や
日
傘
で
直
射
日
光
を

避
け
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
室
内
は
エ

ア
コ
ン
を
使
う
な
ど
、
涼
し
い
環
境

を
保
ち
ま
し
ょ
う
。

　
『
意
識
が
な
い
、
反
応
が
お
か
し

い
、
水
を
自
分
で
飲
め
な
い
』
こ
ん

な
と
き
に
は
迷
わ
ず
119
番
に
電
話
を
。

　
登
別
の
酪
農
家
が
育
て
た
牛
の
生

乳
100
㌫
で
作
ら
れ
た
『
の
ぼ
り
べ
つ

牛
乳
』
の
搾
乳
か
ら
牛
乳
に
な
る
ま

を
期
す
る
日
と
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
合
わ
せ
本
市
で
は
、
図
書

館
で
の
展
示
（
７
月
12
日
㈯
～
24
日

㈭
）
や
郷
土
資
料
館
の
無
料
開
放

（
７
月
17
日
㈭
）
を
実
施
し
ま
す
。

問
　
社
会
教
育
Ｇ
（
☎
�
１
１
２
９
）

　
平
成
29
年
に
北
海
道
は
、
北
海
道

の
名
付
け
親
と
さ
れ
る
松ま

つ

浦う
ら

武た
け

四し

郎ろ
う

が
、
明
治
政
府
に
『
北ほ

っ

加か

伊い

道ど
う

』
と

い
う
名
称
を
提
案
し
た
７
月
17
日
を
、

『
北
海
道
み
ん
な
の
日
（
愛
称
：
道

み
ん
の
日
）
』
に
制
定
し
、
北
海
道

の
魅
力
と
価
値
を
再
発
見
し
、
北
海

道
を
誇
り
に
思
う
心
を
育
み
、
よ
り

豊
か
な
北
海
道
を
築
き
上
げ
る
こ
と

　
特
定
外
来
生
物
の
オ
オ
ハ
ン
ゴ
ン

ソ
ウ
の
分
布
が
市
内
で
確
認
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
特
定
外
来
生
物
は
、
生
態
系
の
バ

ラ
ン
ス
を
崩
し
、
自
然
環
境
に
大
き

な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、
自
宅
の
敷
地
な
ど
で
オ
オ
ハ

ン
ゴ
ン
ソ
ウ
を
見
つ
け
た
と
き
は
、

駆
除
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※�

オ
オ
ハ
ン
ゴ
ン
ソ
ウ
の
写
真
や
駆

熱
中
症
に
気
を
付
け
ま
し
ょ
う

登
別
産
一
次
産
品
Ｐ
Ｒ
動
画

コ
ク
も
甘
さ
も
し
っ
か
り
！

～
の
ぼ
り
べ
つ
牛
乳
が
で
き
る
ま
で
～

７
月
17
日
は

『
北
海
道
み
ん
な
の
日
』

オ
オ
ハ
ン
ゴ
ン
ソ
ウ
は

特
定
外
来
生
物
で
す

※�

詳
し
く
は
、
市
公
式

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

除
の
方
法
な
ど
、
詳

し
く
は
北
海
道
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

で
の
工
程
を
動
画
に
ま

と
め
ま
し
た
の
で
、
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問
　
消
防
署
（
本
署
）
救
急
担
当

�

（
☎
�
６
０
８
８
）

く
だ
さ
い
。

問
　
環
境
対
策
Ｇ
（
☎
�
２
９
５
８
）

問
　
農
林
水
産
Ｇ
（
☎
�
２
３
２
１
）

定額減税補足給付金（不足額給付）について

問い合わせ　低所得者支援給付金・定額減税補足給付金対策グループ（☎�１００１）

　令和６年度に実施した定額減税補足給付金（当初調整給付）の不足分を追加で給付します。
　対象になると見込まれる方には、給付金を受け取るための手続きが不要の『お知らせ通知』や手続きが必要な『確認書』
を７月１日㈫から順次発送します。
　確認書は、９月30日㈫までにオンライン手続きか必要事項を記入し同封の返信用封筒で返送ください。
※�期日までに返送がない場合、受給を辞退したものとみなします。
※�他市町村からの転入者や『不足額給付Ⅱ』に該当する方は、市から通知を発送できない場合がありますので要件を満たす
方は、問い合わせください。
対�象・給付額　１月１日時点で本市に住民登録があり、令和７年度個人住民税の課税対象となる方（本市に住民登録がない
が地方税法の規定により個人住民税が課税対象となる方を含む）で、次の不足額給付ⅠまたはⅡのいずれかに該当する方

【不足額給付Ⅰ】
　当初調整給付の算定に際し、令和５年所得などを基にし
た推計額（令和６年分推計所得税額）を用いて算定したこ
となどにより、令和６年分所得税及び定額減税の実績額が
確定した後に、本来給付すべき額が、当初調整給付額を上
回った方
給�付額　『不足額給付時における給付額』と『当初調整給
付時における給付額』との差額

【不足額給付Ⅱ】
　本人および扶養親族などとして定額減税対象外であり、
かつ低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主・世帯員にも
該当しなかった方
（例）青色事業専従者、事業専従者（白色）の方
給付額　原則40,000円（定額）
※�令和６年１月１日時点で国外居住者であった場合は
30,000円。

給付時期　『お知らせ通知』を受け取った方は７月25日㈮
　　　　　『確認書』を受け取った方は、市が確認書などを受理した日から２週間前後

人権擁護委員を紹介します

氏名 住所
渋
しぶ

　谷
や

　隆
りゅう

　芳
ほう

登別温泉町
畠
はたけ

　山
やま

　基
もと

　子
こ

登別本町
白
しら

　戸
と

　邦
くに

　昭
あき

若草町
中
なか

　西
にし

　広
ひろ

　満
みつ

若草町
三
み

　澤
さわ

　由
ゆ

比
い

子
こ

若山町
中
なか

　山
やま

　重
しげ

　夫
お

美園町
小
お

　澤
ざわ

　範
のり

　男
お

富岸町

　人権擁護委員は、法務大臣の委嘱を受け、人
権擁護にかかわる活動を行う『あなたの街の相
談パートナー』です。家庭内のもめごとや、隣
近所でのトラブルなど日常生活でのさまざまな
問題の相談を受け付けます。
　相談は無料で、難しい手続きはなく、秘密は
厳守しますので、困ったことがありましたらお
気軽にご相談ください。

問い合わせ　市民協働グループ
� （☎�２１３９）

11  ２０２5．７月号  くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ

くらしのガイド

https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2025050400059/
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/alien/alien-plants.html
https://www.youtube.com/watch?v=4abJBcNCeXI

